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１８広報　ひがしちちぶ

○水道料金について
　令和８年１０月１日から料金を改定します。事業全体で２０％の値上げを行いますが、口径
と使用量によって値上げ率が変わってきます。例えば、１か月の水道使用量が少ない（５㎥以内）
ご家庭等であれば、下記表のようになります。それ以外については、下記の二次元コードから
水津料金早見表をお確かめください。

○浄化槽使用料について
　令和８年４月１日から使用料と清掃料を合算し、使用料として平準化した金額を毎月お支払
いいただきます。これまで、清掃作業をした実績で清掃料を納付していただきましたが、上記
期日より、人槽ごとに清掃料を過去の実績から平準化し、その清掃料を１年間の１２か月で分
割払いに改正します。そのため、下記表の「平準化の改正後」の「月額使用料」を毎月納付し
ていただくようになります。そのため、年に１回の清掃料の一括払いは原則不要になります。

　さらに、浄化槽使用料も令和９年４月１日使用分から値上げの料金改定を行います。「平準化
の改正後」の月額使用料を下記表のとおり、「個人」、「村管理公共施設」、「その他」の用途別に
分類し、改定します。

○料金改定のスケジュール
　下記のスケジュールで水道料金と浄化槽使用料を改定していきます。

　この記事に記載されている金額については、消費税は含まれておりません。また、村の公共浄
化槽事業では、令和８年度から帰属制度（個人で整備した合併処理浄化槽を村が無償で引き取り、
その後の維持管理を村が実施する制度のこと。）を導入いたしますので、希望される方は、法令
に準じた保守点検や清掃、水質検査を行い、その記録された書面等を保管しておいてください。
⃝問 合 せ　建設課　☎８２－１２２２

東秩父村の水道料金と公共浄化槽（村設置浄化槽）使用料の改定について

　
 口径

　　　　１か月５㎥以内の水道料金
　　 割合

     現行 　 改定後      差額

　１３mm  １，４８０円  １，６２０円  　１４０円  　 ９．５％

　２０mm  １，５４０円  １，９００円  　３６０円   ２３．４％

　期日
　
　　　　令和８年３月３１日使用分まで

令和８年４月　１日使用分から
令和 9年３月３１日使用分まで

　人槽
　　　　　　　　　　　現行 　　　 平準化の改正後

 　年額使用料 　 平均清掃料  　　合計  月額使用料   年間使用料

 ５人槽  　２８，３６４  　１９，７１８ 　 ４８，０８２  　４，０００  　４８，０００

 ７人槽  　２８，３６４  　２４，７６８  　５３，１３２  　４，４２０  　５３，０４０

１０人槽  　２８，３６４  　３８，１５１  　６６，５１５  　５，５４０  　６６，４８０

２５人槽  　７０，９０９  　８６，００５  １５６，９１４  １３，０７０  １５６，８４０

４０人槽  １１３，４５５  １０５，４５３  ２１８，９０８  １８，２４０  ２１８，８８０

５０人槽  １４１，８１９  １２６，２１５  ２６８，０３４  ２２，３３０  ２６７，９６０

料金改定

　　年度   令和７年度 　　　　令和８年度 　　　　令和９年度

　　時期 　　下半期 　　上半期 　　下半期 　　上半期 　　下半期

　水道料金

浄化槽使用料

料金改定

料金の平準化現行料金

現行料金

　期日
　
人槽

　　 　　　　　　　令和９年４月１日使用分から値上げ改定

　　 個人（１０％）  村管理公共施設（３０％）  その他【法人等】（２０％）

月額使用料  年額使用料  月額使用料   年額使用料  月額使用料 年間使用料

　５人槽  ４，４００ ５２，８００ 　５，２００ 　６２，４００ 　４，８００ 　５７，６００

　７人槽  ４，８６０ ５８，３２０ 　５，７４０ 　６８，８８０ 　５，３００ 　６３，６００

１０人槽  ６，０９０ ７３，０８０ 　７，２００ 　８６，４００ 　６，６４０ 　７９，６８０

２５人槽 　　 － 　　　－ １６，９９０ ２０３，８８０ 　　　－ 　　　 －

４０人槽 　　 － 　　　－ 　　　－ 　　　 － ２１，８８０ ２６２，５６０

５０人槽 　　 － 　　　－ ２９，０２０ ３４８，２４０ 　　　－ 　　　 －


